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先

機

関

青
森
県
創
意
と
工
夫
が
光
る
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事

務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
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関
す
る
規
程
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一
部
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正
す
る
訓
令
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委
任
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す
る
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
創
意
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工
夫
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光
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元
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も
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づ
く
り
支
援
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助
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交
付
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す
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事

務
の
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域
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民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
一
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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二
条
第
一
号
中

｢)
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び｣

を

｢

。
以
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｢
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と
い
う
。)

及
び｣
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改
め
、
同
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号
中

｢

青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
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関
す
る
規
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｢
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助
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め
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。
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光
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も
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付
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金
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助
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同

要
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の
施
行
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関
す
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と
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青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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二
十
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年
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月
二
十
五
日
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知
事
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保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
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地
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年
月
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ォ
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仏
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七
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介
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事

業
所
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大

字
道
仏
字
耳
ケ
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二
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平
成
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行
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所
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又
は

氏
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ス
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所
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廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

株
式
会
社

あ
い
び
す

弘
前
市
城
東
中
央

五
丁
目
四
の
二
五

介
護
予

防
訪
問

看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
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ン
あ
い

び
す

弘
前
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央
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医
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会

八
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新
井
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の
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護
予

防
訪
問

介
護

新
井
田
ク

リ
ニ
ッ
ク

訪
問
介
護

事
業
所
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新
井
田
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一
の
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公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

び
ー
た
プ

リ
ス
ク
ー

ル

変
更
後

特
定
非
営

利
活
動
法

人
あ
ー
る

ど

五
所
川
原
市

金
木
町
朝
日

山
八
五
の
四

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

び
ー
た
ス

キ
ル
ア
ッ

プ
セ
ン
タ

ー

つ
が
る
市
木

造
柴
田
弥
生

田
二
の
一

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

で
あ
い
の

家
あ
う
ん

弘
前
市
大
字

高
屋
字
安
田

七
三
五
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
抱
民

舎

弘
前
市
大
字

高
屋
字
安
田

七
三
五
の
三

相
談
支
援

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

co
na

弘
前
市
大
字

富
田
二
丁
目

三
の
二
六

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

旭
ヶ
丘
二
丁

目
六
の
四

変
更
後

医
療
法
人

弘
愛
会

弘
前
市
大
字

宮
川
三
丁
目

一
の
四

居
宅
介
護
、

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護

事
業
所
ふ

れ
あ
い
温

泉

弘
前
市
大
字

旭
ヶ
丘
二
丁

目
六
の
二
○

旭
ヶ
丘
成
田

住
宅
四
号

��･
�･
�

変
更
前

青
森
市
大
字

大
野
字
片
岡

三
八
の
一
九

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
平
元

会

青
森
市
大
字

高
田
字
川
瀬

一
八
六
の
一

居
宅
介
護

訪
問
介
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
し
ら

か
ば

青
森
市
大
字

大
野
字
片
岡

九
の
七

��･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

短
期
入
所

瑞
光
園

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
五
の
一

��･

�･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
つ
つ
じ
会

上
北
郡
七
戸
町
字

清
水
頭
七
一
の
八

○

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

知
的
障
害
者

更
生
施
設
あ

ぜ
り
あ
苑

上
北
郡
七
戸
町
字

清
水
頭
七
一
の
八

○

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
つ
つ
じ
会

上
北
郡
七
戸
町
字

清
水
頭
七
一
の
八

○

短
期
入
所

あ
ぜ
り
あ
苑

上
北
郡
七
戸
町
字

清
水
頭
七
一
の
八

○

〃

社
会
福
祉
法

人
愛
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
千
代
鶴
一

四
二

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

知
的
障
害
者

更
生
施
設
栄

幸
園

五
所
川
原
市
大
字

梅
田
字
燕
口
二
五

七

〃

社
会
福
祉
法

人
愛
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
千
代
鶴
一

四
二

知
的
障
害

者
更
生
施

設

(

通
所

事
業)

知
的
障
害
者

更
生
施
設
栄

幸
園
通
所
部

五
所
川
原
市
大
字

梅
田
字
燕
口
二
五

七

〃

社
会
福
祉
法

人
健
誠
会

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
四
七

三
の
二

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

知
的
障
害
者

入
所
更
生
施

設
つ
が
る
の

里

つ
が
る
市
森
田
町

床
舞
鶴
喰
一
二
○

の
三

〃
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
中

市
筒
口
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
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社
会
福
祉
法

人
海
陽
会

上
北
郡
野
辺
地
町

字
上
小
中
野
八
○

の
一
五

身
体
障
害

者
授
産
施

設

(

通
所

事
業)

あ
す
な
ろ
ク

リ
ー
ナ
ー
ス

上
北
郡
野
辺
地
町

字
上
小
中
野
八
○

の
一
五

〃

社
会
福
祉
法

人
海
陽
会

上
北
郡
野
辺
地
町

字
上
小
中
野
八
○

の
一
五

身
体
障
害

者
入
所
授

産
施
設
、

短
期
入
所

あ
す
な
ろ
ク

リ
ー
ナ
ー
ス

上
北
郡
野
辺
地
町

字
上
小
中
野
八
○

の
一
五

〃

社
会
福
祉
法

人
七
戸
福
祉

会

上
北
郡
七
戸
町
字

太
田
野
一
九
の
四

知
的
障
害

者
更
生
施

設

(

通
所

事
業)

城
西
の
杜

上
北
郡
七
戸
町
字

高
屋
敷
一
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
松
緑
福
祉

会

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
出
戸
字
棚
沢

一
三
○
の
二
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

障
害
者
支
援

施
設
か
け
は

し
寮

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
出
戸
字
棚
沢

一
三
○
の
二
三

〃

株
式
会
社
ベ

ル
ー
フ

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
一
七

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
、

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
ド
ッ

グ
ガ
ー
デ
ン

茶
居
花

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
三
六

の
一

��

･

�･

��

株
式
会
社
ベ

ル
ー
フ

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
一
七

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
、

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
カ
フ

ェ
レ
ス
ト
ラ

ン
茶
居
花

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
三
二

の
二

〃

医
療
法
人
松

平
病
院

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
一
七

相
談
支
援

ベ
ル
・
エ
ポ

ッ
ク
障
害
者

地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
三
二

の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
○
の
三
○

居
宅
介
護

障
害
者
居
宅

介
護
支
援
事

業
所
あ
お
ば

青
森
市
青
葉
二
丁

目
二
の
二

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
○
の
三
○

自
立
訓
練

(

生
活
訓

練)

自
立
訓
練
事

業
所
あ
お
ば

青
森
市
青
葉
二
丁

目
二
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
浪
岡
あ
す

な
ろ
会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

知
的
障
害

者
更
生
施

設

(

通
所

事
業)

知
的
障
害
者

更
生
施
設
み

ら
い
の
里

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
平
舘
福
祉

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
根
岸
小

川
二
○
の
一

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

か
も
め
苑

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
根
岸
小

川
二
○
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
新
井
田
福

祉
会

青
森
市
大
字
岡
町

字
宮
本
八
八
の
一

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

知
的
障
害
者

更
生
施
設
・

入
所

｢

野
木

和
園｣

青
森
市
大
字
岡
町

字
宮
本
八
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
新
井
田
福

祉
会

青
森
市
大
字
岡
町

字
宮
本
八
八
の
一

知
的
障
害

者
更
生
施

設

(

通
所

事
業)

知
的
障
害
者

更
生
施
設
・

通
所

｢

野
木

和
園｣

青
森
市
大
字
岡
町

字
宮
本
八
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
新
井
田
福

祉
会

青
森
市
大
字
岡
町

字
宮
本
八
八
の
一

短
期
入
所

知
的
障
害
者

短
期
入
所
事

業
所

｢

野
木

和
園｣

青
森
市
大
字
岡
町

字
宮
本
八
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
清
養
会

青
森
市
大
字
泉
野

字
野
脇
四
六
の
六

一

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設
、

短
期
入
所

知
的
障
害
者

入
所
更
生
施

設
幸
養
苑

青
森
市
大
字
泉
野

字
野
脇
四
六
の
六

一

〃

社
会
福
祉
法

人
清
養
会

青
森
市
大
字
泉
野

字
野
脇
四
六
の
六

一

知
的
障
害

者
更
生
施

設

(

通
所

事
業)

知
的
障
害
者

通
所
更
生
施

設
幸
養
苑

青
森
市
大
字
泉
野

字
野
脇
四
六
の
六

一

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

知
的
障
害
者

更
生
施
設
拓

光
園

弘
前
市
大
字
百
沢

字
東
岩
木
山
二
六

二
八

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

知
的
障
害

者
更
生
施

設

(

通
所

事
業)

知
的
障
害
者

更
生
施
設
拓

光
園

弘
前
市
大
字
百
沢

字
東
岩
木
山
二
六

二
八

〃



( )

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

三
八
地
域
県
民
局
長

鳴

海

英

章

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
枝
川

鶴
田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
四
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

西
北
地
域
県
民
局
長

石

岡

博

文

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械

警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備

業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以

下

｢

講
習
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

一

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日

(

月)

か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日

(

木)

ま
で
の
四
日
間
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

実
施
場
所
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

三
浦

亮
一

福
村

清
美

赤
坂

榮
治

川
村

哲
夫

小
村

鉄
雄

小
渡

文
雄

和
田

正
夫

勝
山

薫

川
村

文
雄

手
倉
森

齊

松
坂

孝

時
田

宏

岩
沢

由
法

三
浦

亮
一

福
村

清
美

赤
坂

榮
治

川
村

哲
夫

小
村

鉄
雄

小
渡

文
雄

和
田

正
夫

勝
山

薫

川
村

文
雄

手
倉
森

齊

三
戸
郡
五
戸
町
字
油
出
七

〃

〃

字
観
音
堂
五
の
一

〃

〃

大
字
倉
石
石
沢
字
石
沢
六
六
の

一〃

〃

字
下
新
井
田
六
四
の
二

〃

〃

字
愛
宕
丁
一
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
小
渡
二
八

〃

〃

字
鍛
冶
屋
窪
上
ミ
一

〃

〃

字
越
掛
沢
三
二

〃

〃

字
熊
野
林
後
八
九
の
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
天
満
二
九
の

一〃

〃

字
川
原
町
西
裏
五
の
六
四

〃

〃

字
下
タ
ノ
沢
頭
六
〇
の
一

〃

〃

字
中
ノ
沢
一
九
の
六

〃

〃

字
油
出
七

〃

〃

字
観
音
堂
五
の
一

〃

〃

大
字
倉
石
石
沢
字
石
沢
六
六
の

一〃

〃

字
下
新
井
田
六
四
の
二

〃

〃

字
愛
宕
丁
一
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
小
渡
二
八

〃

〃

字
鍛
冶
屋
窪
上
ミ
一

〃

〃

字
越
掛
沢
三
二

〃

〃

字
熊
野
林
後
八
九
の
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
天
満
二
九
の

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･
��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

監

事

〃〃

梅
津

昇

松
坂

孝

時
田

宏

一〃

〃

〃

字
中
市
一
五
の

一〃

〃

字
川
原
町
西
裏
五
の
六
四

〃

〃

字
下
タ
ノ
沢
頭
六
〇
の
一

〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

三

受
講
定
員

十
二
人

(

予
定)

四

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日

(

月)

か
ら
同
年
五
月
二
十
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

四
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
は
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
三
万
八
千
円
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す
る

こ
と
。

五

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で

六

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

七

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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